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【ＦＩ】
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   Ｃ０９Ｃ   1/00    　　　　
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   Ｃ０９Ｂ  67/20    　　　Ｆ
   Ｃ０９Ｂ  67/20    　　　Ｌ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月7日(2011.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　本発明で用いられるブロック共重合体における当該酸性硫酸エステル及び／又はスルホ
ン酸化合物の含有量は、良好な分散安定性が発揮されるのであればよく、特に制限はない
が、一般に前記構成単位（１）に含まれるアミノ基に対して、０．１～４．０モル当量程
度、好ましくは０．２～２．０モル当量、より好ましくは０．５～１．０モル当量である
。なお、酸性硫酸エステルとスルホン酸化合物とを併用する場合、これらを合計した含有
量が上記範囲内にあればよい。
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